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＜報道関係各位＞ 

2013年 5月吉日 

公益社団法人 全国有料老人ホーム協会 

 

 

 

 

 

 公益社団法人 全国有料老人ホーム協会（理事長：福山 宣幸、所在地：東京都中央区）は、 

9月 16日（月・祝）の「敬老の日」に向け、「第 13回 『シルバー川柳』」を 5月 1日（水） 

より 7月 5日（金）まで公募いたします。 

 

 シルバー川柳は、高齢者の日々の生活について、また高齢者自身が日常生活上で気が付いたこ

とや想いをテーマに詠んだ川柳です。自作未発表の作品であれば、どなたでも応募でき、入選者

には賞金 1万円と表彰状を授与いたします。 

 

 昨年、実施した第 12回は 9,353作品の応募があり、高齢者の応募割合が増加し、応募者の平均

年齢は 65歳で、最年長は 100歳女性から、最年少は 8歳男児までと幅広い年齢の方々より、ご応

募いただいています。 

 

 ■第 12回入選作品 ※全 20作品中、一部作品を抜粋 

   ○三時間待って病名「加齢です」    ○指一本スマホとオレをつかう妻  

   ○ＬＥＤ使い切るまで無い寿命           ○女子会と言って出掛けるデイケアー  

   ○紙とペン探してる間に句を忘れ            ○改札を通れずよく見りゃ診察券   

                     

 本年も、全応募作品の中からシルバー川柳実行委員会が入選作品として 20点を選出し、本年の

敬老の日を前に、9月上旬頃に結果発表を行います。 

  

 高齢者にまつわる日々の想いを表現した川柳作品を、少しでも多くの方にご応募いただければ

と思います。 

 

 

 

 

 

 

※読者からのお問合せ TEL:03-3272-3781（公益社団法人 全国有料老人ホーム協会） 

～高齢社会を迎えた日本のシルバー世代を応援！～ 

第 13回「シルバー川柳」作品公募を 5月 1日より開始 
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第 13回「シルバー川柳」募集概要 

 

■応募規定 

・ 作品は自作未発表のものに限ります。 

・ 高齢社会、高齢者の日々の生活等をテーマとします。 

・ 応募者の年齢は問いません。 

・ 応募点数は、はがき 1枚につき 3作品までとします。ただし、点数制限はございません。 

・ 応募作品の一切の権利は当協会に帰属します。 

 

■応募方法 

はがきに川柳と郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を明記の上、下記応募先へ

お送りください。 

＊応募者からお預かりした個人情報に関しては、他目的に使わず、本件のみとさせていただき  

 ます。ただし、入選者発表時に氏名､年齢、性別、住所（都道府県のみ）、職業を公表するこ 

 とをご承知おきください。 

 

■応 募 先 

〒104-0028 東京都中央区八重洲 2-10-12 国際興業第二ビル 3階 

公益社団法人全国有料老人ホーム協会 シルバー川柳 ○○（貴媒体名）係 

 

■締め切り 

2013年 7月 5日（金）必着 

 

■選考 

当協会広報委員会及び会員ホーム入居者による候補作品への投票の上、シルバー川柳実行委員会

で 20作品選出します。 

 

■賞金 

入賞（20作品）：賞金 1万円と表彰状 

 

■発表 

入選作は当ホームページにて 9月上旬頃に発表します。 
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○【参考】公益社団法人 全国有料老人ホーム協会 とは 

 全国有料老人ホーム協会は、有料老人ホーム利用者の保護と、ホームを設置・運営する事業者の健

全な発展を図ることを目的に設立された、老人福祉法第 30条に規定されている内閣府認定の公益社団

法人です。 

 

 主な事業内容は「入居者保護」「入居検討者への情報提供」「事業者の運営支援」の 3つを柱として

います。 

入居者保護事業として、入居者生活保証制度・入居者生活支援制度の運営や、苦情処理委員会を運

営し、同委員会の下「有料老人ホームなんでも相談」を年 2回開催しています。 

入居検討者への情報提供事業では、入居相談や、有料老人ホームへの理解を深めていただくための

セミナー・「有料老人ホーム基礎講座」などの啓発普及活動、「有料老人ホーム基礎知識」や会員情報

誌の発行等による各種情報発信を積極的に行っております。 

事業者への運営支援事業として、有料老人ホーム事業にかかわる様々な調査研究、入居契約書等の

各種ガイドラインの策定、ホーム全体のレベルアップを目的とした職員研修の実施、サービスの質の

確保・向上を目的とした第三者評価事業などを行っております。 

当協会は、有料老人ホーム事業の健全発展を通し、高齢化の進む日本において、活力ある社会づくり

に寄与するべく、活動を続けております。 

 

【概要】 

■目的：有料老人ホームの入居者の保護と有料老人ホーム事業の発展に努める厚生労働省許可の社団

法人 

■設立：昭和 57年 2月/平成 3年 改正老人福祉法に規定/平成 25年 4月 公益法人へ移行 

■理事長：福山宣幸 

■所在地：東京都中央区八重洲 2-10-12 国際興業第二ビル 3階 

■協会事業：入居者生活保証制度の運営 

      有料老人ホームの入居、苦情に関する相談事業 

      契約内容の適正化と入居者の保護 

      職員の資質向上のための研修事業 

      調査研究事業 

      啓発普及事業 等 


